
見て、わかる

よくわかる共通書式の使い方



共通書式とは？



共通書式の特徴とは？



共通書式の中身とは？

事案の概要

損害額一覧表

治療費等集計表

相続等一覧表

共通書式

事案の概要

損害額一覧表

治療費等集計表

相続等一覧表

※ 下線部をクリックすると、具体的な書き方を説明している
スライドに移動できます。



実際に書いて
みましょう

お手元に共通書式を用意していただけると、より分かりやすくなります。



共通書式に書き込む前に（お願い）

• 主張は、分かりやすく、シンプルにしてください。

• 主張の根拠となる証拠は、証拠番号などで特定してください。

• どの部分についての認否なのか、分かりやすく示してください。

見て、分かる

• 文字や数字を入力すると、自動で転記・計算される項目があります。

• 手入力をすることもできます。

自動入力（オートマ）でも、手入力（マニュアル）でも



ファイル名の付け方（一例）

080131原告一覧表

（共通書式）R08wa01234

ファイルを

更新した日付

作成者
ファイルの

種類
事件番号

※ 担当裁判所の方針に沿って
作成してください。



まずは「事案の概要」から

事案の概要

損害額一覧表

治療費等集計表

事案の概要から
損害額一覧表などに
自動入力される項目が

あります

治療費等集計表に
入力した内容が
損害額一覧表に
自動入力されます



記載の前に、ちょっと待って！

• 行の挿入・削除をすると、自動入力機能がうまく作動

しなくなります。

行の挿入・削除はできません！

• 自動計算では、計算方法など、見解の対立がある部分

を含みます。

• 異なる計算方法を主張する場合、採用する計算方法な

どを「理由等」で明示した上で、手入力をしてくださ

い。

自動計算を使わない場合、計算方法等と併せて手入力を！



⓪人損・物損に応じたシンプルな表にする

• 入力手順も、どの一覧表でも同じです。

どの一覧表でも使えます

• A１の▼をクリックしてください。

• 事案に応じ、「01 人身損害」か「02 物的損害」の を外してください。

人損・物損に応じて、シンプルな表に

クリックする
と‥‥



①「事案の概要」の書き方

•交通事故証明書が手元に置いて、記載してください。

•現場の状況や事故態様は、なるべく争いのないように記

載してください。

①事故の発生

• 根拠条文はリストから選べます。

• 具体的な義務（条文等）を指摘して、記載してく

ださい。

②責任原因

• 治療経過は、レセプト等を手元に置いて、記載して

ください。

• 後遺障害は、具体的な部位・内容などを指摘して、

その内容に応じた等級を記載してください。

③受傷内容等

①

②

③



②「損害額一覧表」の書き方

• 上から順に、❶人身損害、❷物的損害、❸

基本データ、❹休業損害、❺逸失利益、❻

労災保険金等充当・人身傷害保険金充当、

❼バックデータです。

• ❽試算欄は、損害額の試算など、自由にお

使いください。

８つの表があります

•「治療費・文書料」、「通院交通費」の項目名（ハ

イパーリンク）をクリックすると、治療費等集計表

に移動します。

•治療費・文書料、通院交通費は、治療費等集計表か

ら自動入力されます。

•療養費は労災療養給付の充当対象です。対象外とす

る場合、「その他積極損害」に入力してください。

積極損害

（❶）

❶

❷

❸

❽



②「損害額一覧表」の書き方

•「休業損害」、「逸失利益」の項目名（ハイパーリン

ク）をクリックすると、計算用の表（下にあります）に

移動することができます。

•喪失期間に応じたライプニッツ係数は自動計算されます。

•休業損害、逸失利益の結果は、自動入力されます。

消極損害

（❶、❹、❺）

•もし緑の本（別冊39号）に参照する図がある場合、その

図を指摘してください。

•素因減額の減額率が分かるような事情を、簡潔に記載し

てください。

素因減額・過失相殺

（❶、❷）

❶

❷

❹

❺

❽

❽



②「損害額一覧表」の書き方

•「労災保険金等」、「人身傷害保険金」の項目名（ハイパーリンク）

をクリックすると、計算用の表（下にあります）に移動できます。

•労災保険金は、費目拘束に従って、自動で計算されます（判例）。ま

た、労災保険金による控除は、過失相殺後に行われるものとして自動

計算されます（判例）。

•人身傷害保険金は、判例を踏まえ自動計算されます。なお、労災保険

金も受給している場合、正しく計算されないことがあります。

損害の填補等

（損益相殺）

（❶、❻）

•自動入力のための項目です。手入力は不要です。

•印刷される領域ではありません。

バックデータ

（❼）

❶

❷

❻

❼

❽

❽



③「治療費等集計表」の書き方

•レセプトを手元に置いて、記載してください（１行につき、

１レセプト）。

•医療機関等は、「事案の概要」に記載した医療機関等をリス

トから選べます。薬局等は、手入力で記載してください。

•備考欄には、症状固定日などの情報などを記載してください。

１行

１レセプト

（Ⅰ）

• 片道の金額を入力すると、自動で計算されます。

通院交通費

（Ⅱ）

Ⅰ

Ⅱ



④「相続等一覧表」の書き方

• 続柄、相続分に誤りがない

ようにしてください。

相続人の情報は

正確に

（ⅰ）

• 固有の損害、素因減額、過

失相殺、損益相殺を、それ

ぞれ記載してください。

固有の損害は

損害額一覧表と

同じ設計

（ⅱ）

ⅰ

ⅱ



⑤入力していない項目を非表示にする

• 入力手順も、どの一覧表でも同じです。

どの一覧表でも使えます

• 各項目の入力後、B１の▼をクリックしてください。

• 「00 入力なし」、「03 素因減額」の を外してください。

入力されていない行を、表示させません

クリックする
と‥‥



こんなとき、どうする？

• 被害者ごとに共通書式を作成することが考えられます（複数のファイル）。

• 担当裁判所の方針に沿って作成してください。

複数の被害者がいる場合、どうすればいい？

• 自動で計算される項目でも、手入力をすることができます。

• 自動計算される項目で手入力をする場合には、採用する計算方法などを「理由

等」で明示してください。

自動計算を使いたくないのだけれど。



ぜひ、使ってみてください

実際に使ってみたい

☞ 共通書式へGO！

もっと詳しく知りたい

☞ 詳細版のマニュアルへGO！
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